
　

　

本人の陳述聴取の流れ

【後見人等選任事件】

※ 　意識障害が重度のため話を理解できない、本人が興奮して会話ができないなどの本人と意思

疎通ができない事情、本人が何も話そうとしなかったり、質問した内容と全く異なる回答しかな

かったなどの事情を記載することが考えられます。

本　　人　　と

上申書
　　　　　　　　　　（※）

の作成・提出

陳述書

の作成・提出

陳述あり
陳述なし、
無関係な陳述

本人から陳述の聴き取りを行う。

意思疎通できる 意思疎通できない

（R041001）


